
一般社団法人柳川青年会議所 創立 70 周年記念事業 

「絆 ～地域に愛を、未来に光を～」 

参加規約 

 

一般社団法人柳川青年会議所（以下「主催者」という。）が実施する「絆 ～地域に愛

を、未来に光を～」（以下「本事業」という。）への参加申込みにあたり、参加者およ

びその保護者は、本規約の内容を確認し、同意したものとします。 

第 1 条（参加について） 

1. 参加者は、本事業の趣旨を理解し、主催者および引率者の指示に従うものとし

ます。  

2. 他の参加者への迷惑行為、危険行為または事業運営を妨げる行為が認められた

場合、主催者は参加資格を取り消すことができるものとします。  

3. 参加者は、事業期間中において集団行動の規律を守り、円滑な運営に協力する

ものとします。  

4. 参加者は下記の参加規程に同意したものとします。 

項目 日程 参加規程 

新潟セクション 8 月 7 日(金)～8 月 9 日(日) 途中参加不可 

柳川セクション 8 月 29 日(土) 8 月 30 日(日) 原則両日参加 

未来計画作成 

（精査・制作） 

第 1 回 9 月 11 日(金) 
第 1 回～第 3 回のうち 

1 回以上参加 
第 2 回 9 月 13 日(日) 

第 3 回 9 月 20 日(日) 

未来計画作成 

（発表練習・最終リハ） 

第 4 回 9 月 27 日(日) 
第 4 回～第 6 回のうち 

1 回以上参加 
第 5 回 10 月 10 日(土) 

第 6 回 10 月 17 日(土) 

未来計画発表 

（登壇発表も可能） 

10 月 18 日(日) 

一般社団法人柳川青年会議所 

70 周年記念式典にて 

原則参加 

※新潟セクションの途中参加は不可といたします。 

※新潟セクション以降の項目は、原則として新潟セクションへ参加された方を

対象としますが、やむを得ない事情等は事前にご相談ください。 



※未来計画作成および発表準備のため、各期間において一定回数以上の参加を

お願いいたします。 

※新潟セクション以外で、参加できない場合は個別対応しますのでご相談くだ

さい。但し、個別対応は、慶弔事や事故、災害その他主催者がやむを得ないと

判断した場合に限ります。 

※未来計画作成は、上記日程以外でも各グループ自主的に実施も可とします。 

第 2 条（参加可否） 

1. 本申し込みの完了は参加決定を保証するものではありません。  

2. 参加の可否については、主催者からの連絡をもって正式決定とします。  

3. 主催者は、応募状況その他の事情により参加人数を調整する場合があります。  

第 3 条（健康管理） 

1. 参加者の健康状態については、参加者および保護者の責任において管理するも

のとします。  

2. 持病、アレルギーその他健康上配慮を要する事項がある場合は、事前に主催者

へ申告するものとします。  

3. 発熱、感染症その他の理由により、主催者が参加困難と判断した場合は参加を

お断りする場合があります。  

第 4 条（緊急時の対応） 

1. 事業期間中に参加者が負傷、疾病その他の緊急事態となった場合、主催者は必

要と判断する応急処置を行います。  

2. 主催者が必要と判断した場合には、保護者への連絡を行うとともに、医療機関

への搬送または受診の手配を行うことがあります。  

3. 緊急時に保護者と連絡が取れない場合であっても、参加者の生命・身体の保護

のために必要な措置を講じることについて、参加者および保護者はあらかじめ

承諾するものとします。  

4. 医療機関での診療費その他個人的に発生した費用については、原則として参加

者または保護者の負担とします。  

第 5 条（保険） 

1. 主催者は、本事業の実施にあたり必要な傷害保険等へ加入します。  

2. 事故が発生した場合の補償は、加入する保険の補償範囲および保険約款の定め

によるものとします。  

3. 保険の補償範囲を超える損害について、主催者に故意または重大な過失がある



場合を除き、主催者は責任を負わないものとします。  

第 6 条（安全管理） 

1. 主催者は、参加者の安全確保に努めます。  

2. 天災地変、交通機関の運休・遅延、感染症の流行その他やむを得ない事情によ

り、事業内容の変更または中止を行う場合があります。  

3. 主催者の故意または重大な過失によらない事故、盗難、紛失その他の損害につ

いては責任を負いかねます。  

第 7 条（写真・映像等の使用） 

1. 本事業中に撮影した写真、動画、音声および制作物等について、主催者が広報

活動および事業報告のために使用することがあります。  

2. 使用媒体には、ホームページ、SNS、広報誌、報告書、新聞、テレビその他の

媒体を含みます。  

3. 使用にあたり、参加者および保護者への個別の通知や報酬の支払いは行いませ

ん。  

第 8 条（個人情報の取扱い） 

1. 主催者は、申込時に取得した個人情報を本事業の運営、安全管理および参加者

への連絡のために使用します。  

2. 主催者は、法令に基づく場合を除き、本人または保護者の同意なく第三者へ個

人情報を提供しません。  

第 9 条（参加費およびキャンセル） 

1. 参加費は 50,000 円（税込）とします。  

2. 参加費は、2026 年 8 月 1 日（土）の事業説明会において徴収します。  

3. 本事業では、航空券・宿泊施設等を事前に団体予約しております。そのため、

お申し込み後にキャンセルされた場合、主催者側に実費負担が発生します。可

能な限り参加費のご負担が生じないよう努めますが、やむを得ず下記のとおり

参加者負担額を設定しております。何卒ご理解くださいますようお願いいたし

ます。  

日付 前日数 参加者負担額 返金額 
 

7 月 29 日 9 日前 ¥10,000 ─ ※集金前 

8 月 5 日 2 日前 ¥15,000 ¥35,000 
 

8 月 6 日 前日 ¥30,000 ¥20,000 
 

8 月 7 日 当日 ¥50,000 ¥0 
 



 

4. キャンセルの連絡は、各基準日の 14:00 までに柳川青年会議所事務局へ電話にて行

うものとします。 

5. キャンセルの受付は電話のみとし、電子メール、FAX、ホームページ、SNS そ

の他の方法による連絡は受付対象外とします。  

6. 参加者またはその家族の慶弔、事故、災害その他主催者がやむを得ない事情と

認めた場合は、参加者負担額の全部または一部を免除することがあります。  

7. 主催者は、天候、災害、感染症の流行その他やむを得ない事情により事業を中

止する場合があります。この場合、発生済みの実費を差し引いたうえで、可能

な限り参加者の負担が少なくなるよう配慮し、返金額を決定するものとしま

す。 

第 10 条（規約への同意） 

参加者および保護者は、本規約の内容を確認し、理解したうえで本事業へ申し込むも

のとします。 


